
※の項目について、了承や内諾が得られない場合は、事業所の利用はできません。
また、他市町村の内諾については、大野城市宛とは別に、書面での申立が必要な場合があります。
必要な手続については、該当する他市町村に直接確認してください。

他市町村

（左記事業所の所在地）

大野城市

他市町村地域密着型サービス事業者指定事務フロー（大野城市民用）

※大野城市民が他市町村の地域密着型サービスを利用する場合

利用者

（大野城市の被保険者）

地域密着型サービス事業者

（大野城市外の事業者）

他市町村の指定及び指導により事業運営

市外の地域密着

型サービス事業

所の利用を希望

利用について

検討

受け入れについて検討

了承※ 内諾※

利用希望を申立 申立書受理

「他市町村の地域密着型サービス事業所の入所（利用）に

係る要望書」の提出

利用について

検討

了承※

他市町村に

同意依頼
同意

指定申請書提出 指定申請書受理

書類審査

指定決定・通知・

事業者台帳登録
指定通知受理

サービス利用・提供開始
国保連へ

事業者情報送付

相談

相談

利用開始準備

入所に係る協議結果を通知


